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   前橋市福祉医療費の支給に関する条例の改正について 

 

  令和５年３月２日提出 

                        前橋市長 山 本   龍   

 

 

   前橋市福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例 

 

 前橋市福祉医療費の支給に関する条例（平成６年前橋市条例第３０号）の一部を次

のように改正する。 

 第３条第１項第４号ただし書を次のように改める。 

  ただし、当該女子に対して所得税が課せられ、かつ、当該女子の前年の所得（１

月から７月までの間に受けた医療に係る医療費については、前々年の所得とする。

以下同じ。）が令第７条に規定する額を超えるときは、当該世帯に属する全ての者

を支給対象者から除き、当該児童に対して所得税が課せられ、かつ、当該児童の前

年の所得が令第７条に規定する額を超えるときは、当該児童を支給対象者から除

く。 

 第３条第１項第５号ただし書を次のように改める。 

  ただし、当該男子に対して所得税が課せられ、かつ、当該男子の前年の所得が令

第７条に規定する額を超えるときは、当該世帯に属する全ての者を支給対象者から

除き、当該児童に対して所得税が課せられ、かつ、当該児童の前年の所得が令第７

条に規定する額を超えるときは、当該児童を支給対象者から除く。 

 第３条第１項第６号ただし書を次のように改める。 

  ただし、当該児童に対して所得税が課せられ、かつ、当該児童の前年の所得が令

第７条に規定する額を超えるときは、当該児童を支給対象者から除く。 

 第３条第３項第３号中「（１月から７月までの間に受けた医療に係る医療費につい

ては、前々年の所得とする。次号において同じ。）」を削り、同条第４項中「前項第

３号」を「第１項第４号から第６号まで及び前項第３号」に改める。 

 附則第７項中「平成２４年度」を「令和６年度」に、「課せられているとき」を

「課せられ」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の前橋市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以



 

 

 後に行われる医療に係る福祉医療費の支給について適用する。 


